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令和２年６月１０日
株 主 各 位

金 沢 市 割 出 町５５６番 地

代表取締役社長 加藤 敏彦

第１０８回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第１０８回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申
し上げます。
株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、株主総会
当日のご来場を見合わせていただきますようお願い申し上げます。
書面による議決権の事前行使にあたりましては、お手数ながら後記の株主総会
参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、令和２年６月２５日（木曜日）午後５時３０分までに到着するようご返送
くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 令和２年６月２６日（金曜日） 午前１０時（午前９時より受付）
２．場 所 金沢市尾山町９番１３号 金沢商工会議所会館（南町バス停下車）

本年は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げること
から、ご用意できる席数が減少いたします。そのため、当
日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。
あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

３．目的事項
報告事項 １． 第１０８期（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

事業報告及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２． 第１０８期（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 取締役２名選任の件
第２号議案 監査役全員任期満了につき３名選任の件
第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上
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１ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。

〈株主様へのお願い〉
・株主総会当日までの状況により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上
の当社ウェブサイト（http：／／www．hokutetsu．co．jp／）より、発信情報をご確認ください
ますよう、併せてお願い申し上げます。
・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、
マスクの持参・着用をお願い申しあげます。
・発熱があると思われる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場
合がございます。お心当たりの方は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
・株主総会の係員は、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきま
す。
・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、
議場における報告事項及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれ
ましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

２ お車でお越しの場合の駐車料金等は、各自のご負担でお願いいたします。
３ 連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び当社定款第１３条の規定
に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http：／／www．hokutetsu．co．jp／）に掲載
しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、監査役及び会
計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載の各書類
のほか、上記の当社ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。
４ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、上記の
当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
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（添付書類）

事 業 報 告

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか
緩やかな回復基調で推移してまいりました。その一方で、消費税率引き上げ
等による消費者マインドの変化、さらに新型コロナウイルス感染の拡大を背
景とした世界経済の大きな減速等が顕著となり、極めて厳しい状況に陥りま
した。
このような中、北陸鉄道グループの営業概況といたしましては、当初は石
川県内の観光客・インバウンド需要は引き続き堅調であったものの、自然災
害の影響による観光客の減少、記録的な暖冬、労働力不足の深刻化等の要因
に、新型コロナウイルス感染拡大が加わり、特に運輸業で大幅な減収傾向が
みられました。
これらの結果、当社グループの連結業績は、営業収益が前年同期比３．５％
減の１３０億９９百万円、営業費用が同２．０％減の１３０億７２百万円となり、営業利
益は２７百万円（同２億１４百万円減）、経常利益は５４百万円（同１億８３百万円
減）とそれぞれ大幅な減益となりました。これに特別勘定を加えた最終利益
は、前年同期比１８．５％減の４億１百万円となりました。
当社における営業収益は、ジャンボゴルフガーデンの営業終了、前事業年
度のレンタカー事業の譲渡等に伴う減収が大きく、前年同期比３．２％減の５１
億６８百万円となり、これに伴う売上原価等の営業費用の減少があったものの、
営業利益は、同１．４％減の５億３３百万円となりました。経常利益は同１４．１％
減の５億６０百万円となり、当期純利益は同２６．２％減益の２億６２百万円となり
ました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症が当社グループの業績に与える
影響は甚大であり、当社グループ運輸業における令和２年３月の収入は、前
年同期比３６．８％減となる厳しい状況です。この減収傾向は、その後も急速な
回復が望めないことを考慮しました結果、誠に遺憾ではございますが、当期
の配当につきましては見送らせていただきたいと存じます。何卒、ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。
ア．運輸業
乗合バス事業では、金沢地区を中心とした生活路線において定期券収入

が増収となる中、新型コロナウイルス感染拡大の影響により車内収入等の
定期外収入は大幅な減収となりました。観光路線は、城下まち金沢周遊バ
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スや定期観光バス等が、総じて台風１９号の被害や新型コロナウイルスの影
響を大きく受けて減収となりました。能登地区では、通勤定期は増収となっ
たものの、通学定期及び定期外収入が減収となりました。
高速乗合バス事業では、「高山線」が前年度を上回り「大阪線」は前年
度並みを維持したものの、その他の路線では減収となりました。新型コロ
ナウイルス感染症の影響はもとより、「高岡線」の廃止もあり、全体でも
減収となりました。
貸切バス事業では、観光貸切の減少と乗務員不足による稼働率の低下に
加えて、新型コロナウイルスの影響により大幅な減収となりました。
鉄道事業では、乗客数が通勤定期以外で減少したものの、１０月に実施し
た運賃改正の効果で全体では増収となりました。
これらの結果、運輸業の連結営業収益は１００億３６百万円（前年同期比４
億８２百万円減・４．５％減）と大きな減収となったため、営業費が軽油価格
の下落による燃料費の減少や人件費の減少等により減少したものの、４８百
万円の営業損失計上（同２億８６百万円悪化）に至りました。

イ．レジャー・サービス業
スポーツ部門では、ジャンボゴルフガーデンの営業終了に伴い大きく減
収となりました。
レストラン・ドライブイン部門では、能登地区への入り込み客数の減少
に加え、台風による北陸新幹線運休に伴うキャンセル等により、大幅な減
収となりました。
旅行部門では、一般海外旅行の増加や主催旅行が前年度を上回り、増収
となりました。
情報システム部門では、パソコン更新の受注増加等により増収となり、
石油販売部門では、軽油販売量が減少し減収となりました。
この結果、レジャー・サービス業の連結営業収益は３３億１０百万円（前年

同期比１億４７百万円減・４．２％減）となりましたが、事業譲渡に伴う売上
原価等の営業費用が大きく減少したため、営業利益は２５百万円（同１６百万
円増）となりました。
ウ．建設業
建設業では、大型案件があったものの、前年度の受注額には及ばず減収
となりました。
この結果、建設業の連結営業収益は７億８９百万円（前年同期比１億８５百
万円減・１９．０％減）となりましたが、営業費で工事原価等の減少があった
ため、営業利益は２２百万円（同９百万円増）となりました。
エ．賃貸業
賃貸業では、新規賃貸物件の受注により増収となりました。
この結果、賃貸業の連結営業収益は２億７３百万円（前年同期比３５百万円
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増・１４．７％増）となり、営業利益は１億２２百万円（同３９百万円増）となり
ました。

２．対処すべき課題
北陸鉄道グループを取り巻く事業環境は、北陸新幹線金沢開業後には、イ
ンバウンドをはじめとする観光の分野において概ね好調に推移してまいりま
したが、その一方で、人口減少や少子高齢化、激甚化する自然災害、不安定
な燃料価格等、懸念事項も数多く顕在化しています。
さらに、今後の国内経済におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大
が日々深刻さを増しており、社会全体が経済活動の自粛を余儀なくされるな
ど混乱状態に収束の兆しが見えないことから、危機的な状況に陥っています。
これからは、基本的な生活様式の変化や、テレワーク等働き方の新しいスタ
イルなど、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を日常生活の
中に取り入れ実践することが求められていきます。
このような状況の中、原点に立ち返って、バス事業の最も重要なテーマで
ある安全と安心をより確実なものとするために、安全に関する基本動作を丁
寧に実行する等、全社員に対して安全教育の充実を図るとともに、現場の意
見を速やかに反映し改善につなげ、これからも継続的な安全性の強化に取り
組んでいきます。貸切バスにおいては『貸切バス事業者安全性評価認定制度』
の『三ツ星認定』を維持し、これまで以上に質の高い安心を提供し続けます。
鉄道事業においては、沿線自治体と連携し、利用客の確保に取り組んでい
きます。また、老朽化する車両・設備の更新を実施して安全・安心を強化し、
事業の活性化に努めていきます。
レジャー・サービス事業においては、昨年１１月末をもってジャンボゴルフ

ガーデンが営業を終了いたしました。今後は、これまでの事業内容の枠にと
らわれず、新しい分野への参入も視野に入れながら、グループに貢献できる
収益構造の構築を目指します。不動産の有効活用や西泉地区の再開発事業に
ついても、さらに推し進めていきます。
働き方改革につきましても、業務の効率化や有給休暇を取得しやすい労働
環境の整備等を進め、従業員の労働生産性と満足度の向上を図るとともに、
慢性的な人員不足に対応するため、優秀な人材の育成と新たな人材確保に積
極的に取り組みます。
当社グループでは、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、これからも
バスと鉄道車両、各施設の換気や消毒等有効な対策を講じます。それととも
に、従業員の健康管理にも細心の注意を払い、お客様が安心してご利用いた
だけるよう努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後も当社グループに対し、より一層のご
支援を賜りますようお願い申し上げます。
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３．設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資のうち、主なものは次
のとおりです。

運 輸 業

自動車事業（リース資産を含む）
車 両
一般路線車 ２２両
特 急 車 ４両
貸 切 車 ７両

路線開発シミュレーションシステム １式
鉄道事業
石 川 線 電柱増設工事 １式
浅野川線 リフティングジャッキ更新 １式

４．資金調達の状況
該当する事項はありません。

５．財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 第１０５期
平成２８年度

第１０６期
平成２９年度

第１０７期
平成３０年度

第１０８期
令和元年度

（当連結会計年度）
営 業 収 益（千円） １４，６５０，９５０ １４，２６４，７０９ １３，５７５，８４２ １３，０９９，８１７
経 常 利 益（千円） ６９９，１３４ ４０４，３２７ ２３８，１３４ ５４，３７２
親会社株主に帰属する
当期純利益（千円） ３８８，６３９ ７５４，８５３ ４９２，４４３ ４０１，１４９
１株当たり
当期純利益（円） １１０．２４ ２１４．１２ １３９．６８ １１３．７９

総 資 産（千円） １７，５６３，９０３ １８，５８９，４３６ １８，７１０，１５４ １７，６３３，３８７
純 資 産（千円） ５，９４０，３７９ ６，７３４，３１３ ７，１５１，４１４ ７，３２９，０００

②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第１０５期
平成２８年度

第１０６期
平成２９年度

第１０７期
平成３０年度

第１０８期
令和元年度
（当期）

営 業 収 益（千円） ５，９５６，９９４ ５，８２０，５５６ ５，３３９，２０３ ５，１６８，７２６
経 常 利 益（千円） ８０９，６４１ ６０６，６８８ ６５３，０８４ ５６０，９８４
当期純利益（千円） ２８５，５００ ４６７，５２４ ３５４，９２５ ２６２，０８４
１株当たり
当期純利益（円） ８０．９８ １３２．６１ １００．６７ ７４．３４

総 資 産（千円） １０，８２４，４０３ １１，６４５，２８０ １１，３３２，３８０ １０，５２７，３０５
純 資 産（千円） ３，４５３，１３７ ３，９７３，９０１ ４，２７４，９２３ ４，２９４，７２７
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６．重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
該当する事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名 資本金
（百万円）

当社の出資比率
（％）

当社子会社の持株
を含めた出資比率

（％）
主要な事業内容

北 鉄 金 沢 バ ス ㈱ ９０ ９３．６ １００．０ 自動車事業

小 松 バ ス ㈱ ５０ ９３．０ １００．０ 自動車事業

㈱ 北 鉄 航 空 ４８ ５０．０ １００．０ 航空事業管理業

北 鉄 奥 能 登 バ ス ㈱ ４０ ７９．９ １００．０ 自動車事業

北 鉄 能 登 バ ス ㈱ ４０ ６８．４ １００．０ 自動車事業

北 陸 交 通 ㈱ １０ ５０．０ １００．０ 自動車事業
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７．主要な事業内容
部 門 内 容 会 社

運 輸 業

乗合自動車事業
営 業 粁 ５，１６５km
車 両 数 ５１９両
路 線 数 １５３路線

貸切自動車事業
車 両 数 １１９両

当社
北鉄金沢バス㈱
小松バス㈱
北鉄能登バス㈱
北鉄奥能登バス㈱
北陸交通㈱
加賀白山バス㈱
加賀温泉バス㈱

鉄道事業
第１種鉄道事業
石 川 線 １３．８km 客車１２両
浅野川線 ６．８km 客車１０両

当社

レ ジ ャ ー ・
サ ー ビ ス 業

レストラン 千里浜観光開発㈱
コンピューターソフト開発 ㈱ホクリクコム
石油製品の販売 北陸商事㈱
建物維持管理及び清掃の受託 北陸ビルサービス㈱
自動車教習所 北陸自動車興業㈱
航空事業管理業

㈱北鉄航空
広告業
保険代理業
旅行業

建 設 業
電気工事業 北陸電設㈱
道路標識標示の設置施工 北陸道路施設㈱

賃 貸 業
貸アパート
貸駐車場
土地建物貸付

当社
北陸ビルサービス㈱
㈱山代プラザ
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８．主要な営業所等
部 門 名 称 所 在 地

（
自
動
車
事
業
）

運

輸

業

本 社
営 業 所：金沢営業所ほか３箇所
販売窓口：北鉄駅前センターほか５箇所

金沢市

営 業 所：南部支所ほか２箇所
販売窓口：加賀白山バス鶴来駅前サービスセンター 白山市

営 業 所：北鉄金沢バス野々市営業所 野々市市
営 業 所：小松バス本社
販売窓口：小松バス小松駅前案内所 小松市

営 業 所：加賀温泉バス本社営業所
販売窓口：加賀温泉バス山中温泉バスターミナル 加賀市

営 業 所：北鉄能登バス羽咋営業所 羽咋市
営 業 所：北鉄能登バス富来営業所（令和２年４月１日廃止）
販売窓口：北鉄能登バス高浜案内所 志賀町

営 業 所：北鉄能登バス本社
販売窓口：北鉄能登バス七尾駅前センターほか１箇所 七尾市

営 業 所：北鉄奥能登バス本社ほか１箇所
販売窓口：北鉄奥能登バス輪島旅行センター 輪島市

営 業 所：北鉄奥能登バス飯田支所 珠洲市
営 業 所：北鉄奥能登バス穴水支所 穴水町
営 業 所：北鉄奥能登バス宇出津支所 能登町

（
鉄
道
事
業
）

運

輸

業

石 川 線 野町駅ほか１６駅
浅野川線 北鉄金沢駅ほか１１駅

金沢市
白山市
野々市市
内灘町

レ
ジ
ャ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
業

コンピューターソフト開発 金沢市
ガソリンスタンド 金沢市
ビル管理、清掃業 金沢市
レストラン 羽咋市
自動車教習所 野々市市
旅行代理店、広告代理店、保険代理店 野々市市
航空事業管理業、保険代理店 小松市

建設業
電気工事 金沢市
道路設備維持補修 金沢市

賃貸業 貸アパート、貸駐車場、土地建物貸付 金沢市、加賀市
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９．従業員の状況
①企業集団の従業員の状況

従業員数（名） 前期末比増減（名）
１，０２３ △３

（注）上記従業員のほかに、パートタイマー及びアルバイト３９５名を雇用しております。
②当社の従業員の状況
従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

３２６ １ ４３．１ １７．８
（注）上記従業員のほかに、パートタイマー及びアルバイト６６名を雇用しております。

１０．主要な借入先
借 入 先 借 入 残 高（百万円）

㈱ 日 本 政 策 投 資 銀 行 ９０７
㈱ み ず ほ 銀 行 ６０７
㈱ 北 國 銀 行 ４９６

１１．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。

Ⅱ．会社の株式に関する事項
１．発行可能株式総数 ６，０００，０００株
２．発行済株式の総数 ３，６２９，７１１株（自己株式１０４，３６０株を含む）
３．株主数 ４，０１６名（自己株式１名を含む）
４．大株主（上位１０名）の状況

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）
名 古 屋 鉄 道 ㈱ ４９２，８３１ １３．９７
㈱ 北 國 銀 行 １２０，０６４ ３．４０
石 川 日 野 自 動 車 ㈱ ２５，０００ ０．７０
京 阪 ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ ２３，１４５ ０．６５
北 陸 電 力 ㈱ ２３，１４５ ０．６５
㈱ 北 陸 銀 行 １９，８７３ ０．５６
富 山 地 方 鉄 道 ㈱ １９，２２０ ０．５４
損害保険ジャパン日本興亜㈱ １８，６０４ ０．５２
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 ㈱ １８，５１５ ０．５２
三菱ふそうトラック・バス㈱ １６，３９７ ０．４６

（注）持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式（自己株式を除く）の総数に対
する割合であります。

５．その他株式に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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Ⅲ．会社役員に関する事項
１．取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

加 藤 敏 彦 代表取締役社長 ㈱山代プラザ代表取締役社長

宮 岸 武 司
代表取締役専務（総括役員、
企画部・監査室・人事部・開
発事業部担当）

小松バス㈱代表取締役社長

坂 下 忠 夫 取締役（鉄道部担当） ㈱ホクリクコム代表取締役社長

茜 栄 成 取締役（総務部担当） 加賀温泉バス㈱代表取締役社長兼加賀
白山バス㈱代表取締役社長

西 宮 義 人 取締役（自動車部担当） 北陸交通㈱代表取締役社長

小 林 工 取締役（人事部長） ㈱北鉄航空代表取締役社長

加 藤 大 勝 取締役（企画部長）

徳 野 淳 司 取締役 北陸電設㈱代表取締役社長兼北陸商事
㈱代表取締役社長

山 本 亜 土 取締役 名古屋鉄道㈱代表取締役会長

永 山 憲 三 取締役 ㈱大日製作所代表取締役社長

石 川 仁 志 取締役 ㈱金沢名鉄丸越百貨店代表取締役社長

大 塚 直 樹 常勤監査役

拝 郷 寿 夫 監査役 名古屋鉄道㈱代表取締役副社長

安 藤 和 人 監査役 石川交通㈱代表取締役社長

（注）１．取締役 山本亜土、永山憲三、石川仁志の３氏は社外取締役であります。
２．監査役 拝郷寿夫、安藤和人の両氏は社外監査役であります。
３．令和元年６月２８日開催の第１０７回定時株主総会において、加藤大勝氏が取締役に
新たに選任され、就任いたしました。

４．令和元年６月２８日開催の第１０７回定時株主総会の終結の時をもって、取締役中辻
純一氏は、任期満了により退任いたしました。

５．名古屋鉄道㈱は、当社の主要株主であります。
６．㈱金沢名鉄丸越百貨店及び石川交通㈱は、名古屋鉄道㈱の子会社であります。
７．㈱大日製作所とは特別な関係はありません。
８．常勤監査役 大塚直樹氏は、長年にわたる財務業務の経験を有しており、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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２．取締役及び監査役の報酬等の額
取締役 １１名 ３０，９８７千円
監査役 ２名 ３，８９３千円
（うち、社外役員３名 ２，１６０千円）

（注）１ 上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額８，１５７
千円を含んでおります。

２ 上記の員数には、令和元年６月２８日開催の第１０７回定時株主総会の終結の時を
もって退任した取締役１名を含んでおります。

３ 期末現在の人員数は取締役１１名、監査役３名であります。なお、上記の支給人
員との相違は、無報酬の社外取締役１名、社外監査役１名がそれぞれ存在してい
ることによるものであります。

３．社外役員に関する事項
①重要な兼職先である法人等と当社との関係
重要な兼職先である法人等と当社との関係につきましては、「１．取締役
及び監査役の氏名等」に記載のとおりです。

②事業年度における主な活動状況
氏 名 地 位 主な活動状況

山 本 亜 土 社外取締役 当該事業年度開催の取締役会において５回のうち
４回に出席し、審議いただいております。

永 山 憲 三 社外取締役 当該事業年度開催の取締役会において５回のうち
５回に出席し、審議いただいております。

石 川 仁 志 社外取締役 当該事業年度開催の取締役会において５回のうち
５回に出席し、審議いただいております。

拝 郷 寿 夫 社外監査役
当該事業年度開催の取締役会において５回のうち
５回と、同監査役会において５回のうち５回に出
席し、審議いただいております。

安 藤 和 人 社外監査役
当該事業年度開催の取締役会において５回のうち
５回と、同監査役会において５回のうち５回に出
席し、審議いただいております。

③責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮で
きるように、社外役員全員との間で当該責任限定契約を締結しております。
概要は、社外取締役及び社外監査役がその任務を怠ったことにより当社
に損害を与えた場合において、善意でかつ重大な過失がなかったときは、
会社法第４２５条第１項に定める最低責任限度額を上限とした損害賠償額を
負担するというものです。
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Ⅳ．会計監査人の状況
１．会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

摘 要 支払額（千円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 １６，０００

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 １６，０００

（注）１． 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分
できないため、当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお
ります。

２． 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及
び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計
画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第３９９
条第１項の同意を行っています。

３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認められ
る場合には、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人の解任または
不再任について、必要な措置をとります。この場合、監査役会が選定した監
査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨
及びその理由を報告いたします。
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Ⅴ．会社の体制及び方針
１．業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制
当社では、企業としての公正性、透明性及び法令の遵守や情報公開をはじ
め、企業の社会的責任を着実に遂行するために、「業務の適正を確保する体制」
を制定し、コンプライアンスとリスク管理体制等の整備をめざしております。
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア 取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、取締
役会に当社と利害関係を有しない社外取締役が在籍するようにする。
イ 社長を委員長とする企業倫理委員会で、コンプライアンス体制の推進
及び管理を実施する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の取扱いについては、現行の「文書整理
規定」を見直し、新たに「情報整理規則」とし、IT技術も利用して検索
機能の高い状態で、所定の期間、保存管理するものとする。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
重要な情報（安全対策・人事政策等）、及び職務執行に関するリスク管
理については、各役職員が自らの担当業務に係るリスクまたは損害発生の
可能性を検証し、未然防止に努める。
特に自動車・鉄道事業では「運輸安全マネジメント」に基づき、「安全
管理規定」を始めとした諸規程を整備しており、この実効を高めるため「北
陸鉄道グループ安全推進委員会」を最高意思決定機関とし、北陸鉄道とグ
ループバス会社が連携をとりながら安全管理の計画・評価・改善を行い、
危険性（リスク）の排除に努めるものとする。
④取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
重要な経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、取締役会の
ほか取締役を含めた部長職以上で構成する「構造改善会議」においても審
議し、各業務部門でのスムーズな計画、改善施策の検討及び必要な措置を
実施する。
⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア 職務権限規則の遵守を徹底する。
イ 「コンプライアンス」に関する講習会を実施する等、意識の日常化を
図る。
ウ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体
制は、監査室を所管とする「ヘルプライン（内部通報制度）」とし、中
立性を確保する。

⑥当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

「関連会社統括事項通達」に基づき、定期的に開催される関連会社社
長会や安全推進委員会・営業連携会議・運行連携会議等において、決算
状況その他業務執行状況の提出を求め、取締役にその内容を報告する。
イ 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
子会社にリスクマネジメントを行うことを求める等、グループ事業を
取り巻くさまざまなリスクに対する的確な管理・実践を行うための体制
を確立する。
ウ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
内部監査担当部署が業務監査を行い、必要に応じて内部統制の改善策
の指導、実施の支援・助言を通じてこれを指導する。
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エ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制
子会社の役職員のコンプライアンス意識の定着を図るほか、子会社に
コンプライアンス責任者を配置する等、業務の適正を確保するための体
制を確立する。
オ その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制
内部監査担当部署は、子会社の業務の適正について調査し、調査結果
を関係する取締役及び監査役に報告する。

⑦監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役から
の独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた際は、その内
容につき協議のうえ要望に沿うよう取り計らうこととする。
なお、使用人を置く場合、取締役はその業務の性格に留意し、その人事
上の異動や評価については監査役の同意のうえでこれを行うものとする。
使用人は、取締役その他業務執行に係る管理職等の指揮命令を受けない。

⑧当社の監査役への報告に関する体制
ア 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
具体的な報告すべき主な事項は下記のとおりとし、速やかに報告する
ものとする。
１）取締役会及び構造改善会議（経営会議）に出席し、審議報告される
事項を共有する。
２）社内で決裁される稟議書は全て報告する。
３）内部監査結果及び各部署で発生する情報等はその内容を報告する。
イ 子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受け
た者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受け
た者は、法令・定款違反となる事項、当社または子会社に著しい損害を
与えるおそれのある事項その他経営上及びコンプライアンス上重要な事
項を監査役に報告する。
ウ 前イの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を受けないことを確保するための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人等は、監査役に前イの報告をした
こと、または内部通報したことを理由として、いかなる不利益な取扱い
も受けない。
エ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続そ
の他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
に関する事項
監査役は、必要に応じ、公認会計士及び弁護士等の外部の専門家に相
談をすることができ、その費用は当社が負担する。そのほか、監査役の
職務の執行について臨時的に生じた費用は当社が負担する。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査活動において必要となる内部資料がある場合、当社関係部署担当者
は、要求された資料はすみやかに閲覧に供すると共に、資料作成等の実務
面において補佐する。
また、監査役に対し、必要に応じて弁護士、公認会計士等外部の専門家
から監査業務にかかる助言を受ける機会を確保する。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況は、
以下のとおりであります。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は５回開催され、取締役の職務執
行の適法性を確保し、適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係
の有しない社外取締役がすべてに出席いたしました。その他、監査役会は
５回、北陸鉄道グループ安全推進会議は１２回、構造改善会議は１２回開催い
たしました。
② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うととも
に、当社代表取締役社長及びその他の取締役、内部監査担当部署である監
査室、会計監査人との間で情報及び意見を交換し、連携を図っております。
③ 監査室は内部監査活動計画に基づき、当社の各部門及び子会社の業務の
監査、内部統制監査を実施いたしました。

２．株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関す
る基本方針については、特に定めておりません。
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令和２年３月３１日現在

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 ３，６４８，９９６ 流 動 負 債 ３，４１８，１５４
現 金 及 び 預 金 ２，５６４，９７４ 支払手形及び買掛金 ２４０，０８４
受取手形及び売掛金 ２８３，９４９ 短 期 借 入 金 ６８０，５３４
未 収 金 ５３４，７８７ リ ー ス 債 務 ３９０，９５０
商 品 及 び 製 品 ４５，９５２ 未 払 法 人 税 等 ６５，５１３
仕 掛 品 ２２，８８３ 未 払 金 ４５４，２１７
原材料及び貯蔵品 ９２，３７２ 賞 与 引 当 金 ３０２，６９２
そ の 他 １０５，９５７ 前 受 金 ５１６，０８８
貸 倒 引 当 金 △ １，８８０ 固定資産除却損失引当金 ９２，４００

そ の 他 ６７５，６７２

固 定 資 産 １３，９８４，３９１ 固 定 負 債 ６，８８６，２３２
有 形 固 定 資 産 １１，２９９，７６９ 長 期 借 入 金 ２，２２７，１２４
建物及び構築物 ２，４０６，９５４ リ ー ス 債 務 １，２９５，３８８
機械装置及び運搬具 １，７８６，７０６ 繰 延 税 金 負 債 ３０，６９６
土 地 ５，３４８，５５１ 役員退職慰労引当金 １１９，６０７
リ ー ス 資 産 １，５０６，６８１ 固定資産除却損失引当金 １９３，３７８
建 設 仮 勘 定 ４５，６４４ 退職給付に係る負債 ２，４８４，９２６
そ の 他 ２０５，２３１ 資 産 除 去 債 務 ３０４，６４０
無 形 固 定 資 産 １３１，７８６ 負 の の れ ん ２５，４５１
投資その他の資産 ２，５５２，８３６ そ の 他 ２０５，０１９
投 資 有 価 証 券 １，２９７，３１１ 負 債 合 計 １０，３０４，３８７
繰 延 税 金 資 産 １，０７７，８８９ 純 資 産 の 部
そ の 他 １７９，９５６ 株 主 資 本 ７，２５０，５３６
貸 倒 引 当 金 △ ２，３２１ 資 本 金 １，８１４，８５５

資 本 剰 余 金 ３１，４５８
利 益 剰 余 金 ５，６３９，０３２
自 己 株 式 △ ２３４，８１０

その他の包括利益累計額 ４３，４４４
その他有価証券評価差額金 １５０，６３４
退職給付に係る調整累計額 △ １０７，１９０

非 支 配 株 主 持 分 ３５，０１９
純 資 産 合 計 ７，３２９，０００

資 産 合 計 １７，６３３，３８７ 負債及び純資産合計 １７，６３３，３８７
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 貸 借 対 照 表
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平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 １３，０９９，８１７
営 業 費

運輸業等営業費及び売上原価 １１，８２７，４８５
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 １，２４４，５１７ １３，０７２，００２

営 業 利 益 ２７，８１４

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 ３２，３０１
そ の 他 の 収 益 ５７，８８８ ９０，１９０

営 業 外 費 用
支 払 利 息 ５７，６３６
そ の 他 の 費 用 ５，９９５ ６３，６３２

経 常 利 益 ５４，３７２

特 別 利 益
工 事 負 担 金 益 １４３，３５９
運 行 補 助 金 ７２４，０４６
そ の 他 の 特 別 利 益 ８２，５７３ ９４９，９７９

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 １１７，５５２
固 定 資 産 除 却 損 ３５，７１８
減 損 損 失 ３３，５５２
固定資産除却損失引当金繰入額 ５２，４７７
そ の 他 の 特 別 損 失 ４２，３３０ ２８１，６３０

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ７２２，７２１
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 １７５，２５３
法 人 税 等 調 整 額 １４２，３６１ ３１７，６１５
当 期 純 利 益 ４０５，１０６
非支配株主に帰属する当期純利益 ３，９５６
親会社株主に帰属する当期純利益 ４０１，１４９
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 損 益 計 算 書
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平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当連結会計年度期首残高 １，８１４，８５５ ３２，０３２ ５，２９０，７６３ △ ２３４，８１０ ６，９０２，８４１

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ ５２，８８０ △ ５２，８８０

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ４０１，１４９ ４０１，１４９

連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 △ ５７４ △ ５７４

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額）
当 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 － △ ５７４ ３４８，２６９ － ３４７，６９４

当連結会計年度末残高 １，８１４，８５５ ３１，４５８ ５，６３９，０３２ △ ２３４，８１０ ７，２５０，５３６

その他の包括利益累計額 非 支 配
株主持分 純資産合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 ３５６，１５３ △ １３８，９８７ ２１７，１６６ ３１，４０６ ７，１５１，４１４

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ ５２，８８０

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ４０１，１４９

連結子会社株式の取得に
よ る 持 分 の 増 減 △ ５７４

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額） △ ２０５，５１９ ３１，７９７ △ １７３，７２２ ３，６１２ △ １７０，１０９

当連結会計年度中の変動額
合 計 △ ２０５，５１９ ３１，７９７ △ １７３，７２２ ３，６１２ １７７，５８５

当連結会計年度末残高 １５０，６３４ △ １０７，１９０ ４３，４４４ ３５，０１９ ７，３２９，０００

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書
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令和２年３月３１日現在

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 ８８８，８６３ 流 動 負 債 １，８７４，５２２
現 金 及 び 預 金 ４４８，８３８ 短 期 借 入 金 ４７９，２７２
未 収 運 賃 ７６，９１０ リ ー ス 債 務 ５，９０１
未 収 金 ２０４，４７５ 未 払 金 ４９２，３７７
未 収 収 益 ６，５１３ 未 払 費 用 １０４，７１７
商 品 １３９ 未 払 消 費 税 等 ８８，８１１
貯 蔵 品 ７８，２３９ 未 払 法 人 税 等 １６，８６４
前 払 費 用 ２７，１９１ 預 り 連 絡 運 賃 ６，４２４
その他の流動資産 ４６，５５４ 預 り 金 ２３，７４９

前 受 運 賃 ４２６，０１８
前 受 収 益 １７，０３３
賞 与 引 当 金 １１８，６７１
固定資産除却損失引当金 ９２，４００
資 産 除 去 債 務 ２，２８０

固 定 資 産 ９，６３８，４４２ 固 定 負 債 ４，３５８，０５５
自動車事業固定資産 ３，２２６，８４４ 長 期 借 入 金 ２，１３５，６０３
鉄道事業固定資産 ６４８，７３０ リ ー ス 債 務 ６，８８５
その他事業固定資産 ２，３６４，５９６ 退職給付引当金 １，６２４，０３７
各事業関連固定資産 １０３，６０６ 役員退職慰労引当金 ４７，７９０
その他の固定資産 ３９，９０８ 関係会社事業損失引当金 １０，５２６
建 設 仮 勘 定 ４５，６４４ 固定資産除却損失引当金 １６３，５７８
投資その他の資産 ３，２０９，１１２ 資 産 除 去 債 務 １８５，０１３
関 係 会 社 株 式 ６６０，３７６ その他の固定負債 １８４，６２１
投 資 有 価 証 券 １，１９２，９００
関係会社長期貸付金 ８５８，９００ 負 債 合 計 ６，２３２，５７８
長 期 前 払 費 用 ７，３７４ 純 資 産 の 部
繰 延 税 金 資 産 ６１８，７３３ 株 主 資 本 ４，１５９，９４５
その他の投資等 １９７，３８２ 資 本 金 １，８１４，８５５
貸 倒 引 当 金 △ ３２６，５５４ 資 本 剰 余 金 ３２，０３２

資 本 準 備 金 ３２，０３２
利 益 剰 余 金 ２，５４７，８６６
利 益 準 備 金 １８４，１５２
その他利益剰余金 ２，３６３，７１４
別 途 積 立 金 ４００，０００
繰越利益剰余金 １，９６３，７１４

自 己 株 式 △ ２３４，８１０
評価・換算差額等 １３４，７８２
その他有価証券評価差額金 １３４，７８２

純 資 産 合 計 ４，２９４，７２７
資 産 合 計 １０，５２７，３０５ 負債及び純資産合計 １０，５２７，３０５
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸 借 対 照 表
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平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

自 動 車 事 業
営 業 収 益 ４，２９２，６５１
営 業 費 ３，７５５，７１５
営 業 利 益 ５３６，９３６

鉄 道 事 業
営 業 収 益 ５５６，０３０
営 業 費 ６６５，２６４
営 業 損 失 １０９，２３４

そ の 他 事 業
営 業 収 益 ３２０，０４５
営 業 費 ２１４，５８５
営 業 利 益 １０５，４５９

全事業営業利益 ５３３，１６１

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 ４５，５４３
そ の 他 の 収 益 ２１，６８０ ６７，２２３

営 業 外 費 用
支 払 利 息 ３０，５３５
そ の 他 の 費 用 ８，８６５ ３９，４００

経 常 利 益 ５６０，９８４

特 別 利 益
工 事 負 担 金 益 １１２，５７０
補 助 金 ７３，８３７
そ の 他 の 特 別 利 益 １２，２９５ １９８，７０２

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 １１１，８２７
関 係 会 社 支 援 損 ６５，０００
固定資産除却損失引当金繰入額 ５２，４７７
固 定 資 産 除 却 損 ３７，５２３
そ の 他 の 特 別 損 失 ６７，８０２ ３３４，６３０

税 引 前 当 期 純 利 益 ４２５，０５６
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ８７，１１１
法 人 税 等 調 整 額 ７５，８６１ １６２，９７２
当 期 純 利 益 ２６２，０８４
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書
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平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 １，８１４，８５５ ３２，０３２ １７８，８６４ ４００，０００ １，７５９，７９８ ２，３３８，６６３

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ５，２８８ △ ５８，１６８ △ ５２，８８０

当 期 純 利 益 ２６２，０８４ ２６２，０８４

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － ５，２８８ － ２０３，９１５ ２０９，２０３

当 期 末 残 高 １，８１４，８５５ ３２，０３２ １８４，１５２ ４００，０００ １，９６３，７１４ ２，５４７，８６６

株 主 資 本 評価・換算
差 額 等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

当 期 首 残 高 △ ２３４，８１０ ３，９５０，７４１ ３２４，１８２ ４，２７４，９２３

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ ５２，８８０ △ ５２，８８０

当 期 純 利 益 ２６２，０８４ ２６２，０８４

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ １８９，３９９ △ １８９，３９９

当 期 変 動 額 合 計 － ２０９，２０３ △ １８９，３９９ １９，８０４

当 期 末 残 高 △ ２３４，８１０ ４，１５９，９４５ １３４，７８２ ４，２９４，７２７

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書
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独立監査人の監査報告書

令和２年５月１８日
北陸鉄道株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
北陸事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 原 鉄 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 江 俊 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、北陸鉄道株式会社の平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、北陸鉄道株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、新型コロナウイルスの感染
拡大に伴い、当該影響が長引けば会社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響
を与える可能性がある。当該影響額を合理的に算定することは困難である。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書
類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監
査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連
結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連
結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監
査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び
監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
令和２年５月１８日

北陸鉄道株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
北陸事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 原 鉄 也 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 江 俊 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、北陸鉄道株式会社の

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの第１０８期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、新型コロナウイルスの感染
拡大に伴い、当該影響が長引けば会社の経営成績及び財政状態に重要な影響を与える
可能性がある。当該影響額を合理的に算定することは困難である。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

会計監査人の監査報告書 謄本
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査
報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書
類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性がある
と判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計
算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監
査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び
監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以 上
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監 査 報 告 書
当監査役会は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの第１０８期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況
及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務
の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情
報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いた
しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業
務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく
示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重
大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執
行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和２年５月１９日
北陸鉄道株式会社 監査役会
常勤監査役 大 塚 直 樹 ㊞
社外監査役 拝 郷 寿 夫 ㊞
社外監査役 安 藤 和 人 ㊞

監査役会の監査報告書 謄本

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 取締役２名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役加藤敏彦及び取締役茜栄成の両氏は辞
任されます。つきましては退任取締役の補欠として取締役２名の選任をお
願いいたしたいと存じます。
なお、選任された場合の任期は、当社定款第１８条第２項の定めにより、

在任取締役の任期の満了すべき時までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

１
おおつか
大 塚

なおき
直 樹

（昭和４１年１１月１８日生）

平成２年５月
当社入社

平成２６年７月
当社部長心得（監査室長）

平成２９年４月
当社部長（監査室長）

平成２９年６月
当社常勤監査役（現任）

２００株

２
たぐち
田 口

なるき
成 樹

（昭和４０年３月２３日生）

昭和５８年６月
当社入社

平成２４年７月
当社人事部部長心得

平成２６年７月
当社人事部長

平成２８年６月
北鉄能登バス㈱代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
北鉄奥能登バス㈱代表取締役社長
北鉄金沢バス㈱代表取締役社長

１０株

（注）
１． 取締役候補者田口成樹氏は北鉄能登バス㈱の代表取締役社長、北鉄奥能登バス㈱の代表取

締役社長及び北鉄金沢バス㈱の代表取締役社長であり、各社は当社と競合の関係にあります。
２． その他の候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
３． 取締役候補者大塚直樹氏は、本総会終結の時をもって常勤監査役を退任する予定であります。

第２号議案 監査役全員任期満了につき３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの
で、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式数

１

※
あかね
茜

しげなり
栄 成

（昭和３４年９月８日生）

昭和５８年６月
当社入社

平成２１年７月
当社総務部部長心得

平成２４年７月
当社総務部付部長

平成２５年７月
当社総務部長

平成２７年６月
当社取締役総務部長

令和元年６月
当社取締役総務部長（総務部担当）（現任）

２５０株

２

※
やの
矢 野

ひろし
裕

（昭和３８年４月２７日生）

昭和６２年４月
名古屋鉄道㈱入社

平成２４年７月
同社事業推進部販売促進担当部長

平成２８年６月
同社取締役

平成２８年７月
同社取締役経営戦略部長（現任）

令和元年６月
同社取締役常務執行役員（現任）

０株

３

※
ふじた
藤 田

かずひろ
和 弘

（昭和４０年２月１０日生）

昭和６２年４月
名古屋鉄道㈱入社

平成２４年７月
同社事業推進部 IT推進担当部長

平成２６年６月
名鉄タクシーホールディングス㈱役員待遇

平成２８年６月
同社取締役（現任）

０株

（※は、新任監査役候補者であります。）
（注）
１． 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
２． 監査役候補者茜栄成氏は、本総会終結の時をもって取締役を辞任する予定であります。
３． 矢野裕及び藤田和弘の両氏は、社外監査役候補者であります。
４． 社外監査役候補者の選任理由について
（ア）矢野裕氏につきましては、名古屋鉄道㈱の取締役を務められており、企業経営に精通

し、その経験・見識から社外監査役として職務を適切に遂行できるものと考えます。以
上の理由から社外監査役としての選任をお願いするものであります。

（イ）藤田和弘氏につきましては、名鉄タクシーホールディングス㈱の取締役を務められて
おり、旅客自動車運送事業に精通し、その経験・見識から社外監査役として職務を適切
に遂行できるものと考えます。以上の理由から社外監査役としての選任をお願いするも
のであります。
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５． 矢野裕及び藤田和弘の両氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者
であるものを除く）ではなく、また過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役
員（業務執行者であるものを除く）であったこともありません。

６． 矢野裕及び藤田和弘の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財
産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

７． 矢野裕及び藤田和弘の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配
偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

８． 当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当
社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
当社は、矢野裕及び藤田和弘の両氏に対しましても社外監査役就任をもって、責任限定契
約を締結することを予定しております。
この責任限定契約の概要は次のとおりであります。
・社外監査役がその任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法
第４２５条第１項の最低責任限度額を上限として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行に
ついて善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される加藤敏彦、茜栄成の両氏及
び常勤監査役を退任される大塚直樹氏に対し、在任中の労に報いるため、
当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存
じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、退任取
締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任
いただきたいと存じます。
退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

かとう
加 藤

としひこ
敏 彦

平成２２年６月 当社代表取締役専務
平成２３年６月 当社代表取締役社長（現任）

あかね
茜

しげなり
栄 成 平成２７年６月 当社取締役（現任）

おおつか
大 塚

なおき
直 樹 平成２９年６月 当社常勤監査役（現任）

以 上
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決 算 日 ３月３１日

株式に関する事務の取扱 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物の送付先 〒１６８－００６３ 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電 話 照 会 先 フリーダイヤル ０１２０－７８２－０３１
取 次 所 三井住友信託銀行株式会社 全国本支店

株主へのご案内
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金沢市役所

香林坊
大和

金沢ニュー
グランドホテル

尾山神社近江町市場

めいてつエムザ
片町

157

尾山神社

南町

南町バス停

南町バス停
尾山神社前

金沢ニュー
グランドホテル

北陸銀行

石川県
文教会館

みずほ銀行

金沢商工会議所会館

IR金沢駅

JR金沢駅

株主総会会場ご案内図
会場 金沢市尾山町９番１３号

金沢商工会議所会館

交通 「南町」バス停より徒歩２分


